***　ＮＰＯ法人のみなさん　***
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２００４（平成16）年度から消費税法が改正されました。前々期の収入が年間１０００万円を超えていると、消費税の申告･納税が必要になる場合があります。

　届出書の提出や、対応策を検討しなければなりません　

	



	


　　ＮＰＯ法人　ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク　

Ⅰ　基準期間とは
　１．課税事業期間の2年前の事業年度（1年に満たない場合は1年に換算）
　　　　　＜たとえば3月決算の場合＞

　　平成14.4.1　　　平成15.4.1　　　平成16.4.1　　　平成17.4.1　平成17.5.31
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　２．新設法人は2事業年度は免税（基準期間が存在しないため納税義務がない）
　　　＊　平成15年4月以後に設立されたNPO法人は、現在の決算期までは免税です。
　３．１年に換算の意味
　＝基準期間が設立初年度の場合、たとえば事業年度が3ヶ月（日数に端数があれば月単

　　位に切り上げ）であれば12ヶ月／3ヶ月で課税売上を4倍（年換算）して計算します
　　　＊　3月決算のNPO法人の場合、平成15年3月決算で課税売上高が（年換算で）1000万円を超えていると、平成17年5月末に消費税の申告･納税が必要です。
Ⅱ　課税売上とは
　１．ものを売ったりサービスを提供した対価が課税売上です

　　　＝寄付金収入や補助金収入・助成金収入は課税売上ではありません

　２．会費収入は対価性があれば課税売上、対価性がなければ不課税です

　３．受託事業収入（委託契約や請負契約による収入）は課税売上です

　４．介護保険事業収入や支援費事業収入は非課税です

　　　＊　地方自治体からの収入で、委託契約や請負契約によるものは課税売上、助成金･補助金は不課税

　　　です。まず、契約書を確認してみましょう。　
Ⅲ　税額の計算方法

　１．本来の消費税の納税額の計算方法（本則課税）

	納税額＝売上税額（収入金額の5/105）－控除対象の仕入税額


　２．簡易課税の場合の納税額の計算方法

	納税額＝売上税額（収入金額の5/105）×業種別課税率(10%～50%の5種類)


Ⅳ　ＮＰＯ法人の場合の注意点

　１．課税・非課税・不課税等の区分の困難な収入があります
　２．簡易課税の場合は事業区分の判定が難しいものがあります
　３．本則課税の場合は控除対象仕入税額の計算が複雑になります(特定収入がある場合)
Ⅴ　届出期限

　１．課税事業期間の始まる前日までに届け出ます
　２．簡易課税は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければ適用されません
　３．今年度に限り、新たに課税事業者になる場合は課税期間終了の日までに提出すれば
　　　簡易課税の適用を受けることができます

　　　＊　3月決算の場合、平成17年3月末までに消費税簡易課税選択届出書を提出しないと複雑な本則

　　　課税での申告･納税になってしまいます。
	消費税の仕組みについての問合せは中間支援組織へ。

消費税の申告･納税が必要となるかなど、具体的な相談は、税務署か、税理士に。


消費税の検討はもう済みましたか




































































※は、基準期間の課税売上金額


　　　　　　　　　　　　　　　　（基準期間及び課税売上については裏面参照）
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申告･納税は不要


届出不要


（免税事業者）


申告を選択すると税金が還付になる場合があります。（税金の還付を受ける場合には、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。）
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